


平成 29 年に策定した第 2 次かすみがうら市総合計画では、豊かな自然のも
と、市民の安全・安心な暮らしを支えるまちづくりを進めるとともに、活力あ
る元気な地域へと発展させていくことを目指し、 
「きらり輝く 湖

みず

と 山
みどり

 笑顔と活気のふれあい都市 
～ 未来へ紡ぐ安心とやさしさの郷

さと

 かすみがうら ～」 
を将来都市像に掲げたまちづくりに取り組んでまいりました。 

この間に、我が国や本市を取り巻く社会情勢はめまぐるしく変化しており、順応できるイノベーシ
ョンを推進するためには、様々な要素を網羅的に施策に反映してくことが必要です。特に人口減少が
進む中、急速な IT化や新たな技術革新の進展、自然災害の激甚化、さらには社会全体に甚大な影響を
与えている新型コロナウイルス感染症などは、今後のまちづくりに大きく影響する重要な課題です。 
このような時代だからこそ、将来にわたり持続可能なまちづくりを的確に推進していくため、前期

基本計画の取り組みを検証し、ゼロカーボンシティの推進や、持続可能な開発目標（SDGs）への対応
などを取り込む必要があります。そして、これらを包括し社会経済の動向や市民意識の変化等を反映
した、新たな 5年間の取り組みを定めた後期基本計画を策定いたしました。 

かすみがうら市は、多くの恵まれた資源があり、個性と魅力にあふれたまちです。本市の強みを生か
したまちづくりを推進するため、市民や団体、企業、行政など多様な主体が明確な目標と目的を共有
し、それぞれが連携の輪を広げ取り組んでいくことが重要であると考えております。 
これからのかすみがうら市を市民の皆さまとともに築いていけるよう、より一層のご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

最後になりますが、本計画の策定にあたり、熱心にご協議いただきましたかすみがうら市総合計画
審議会委員の皆さまをはじめ、市民アンケートや市内で活躍されている団体の代表者アンケート等に
より、貴重なご意見をいただきました市民の皆さま並びに関係各位に対しまして、心から感謝申し上
げます。 

令和 4年 3月    かすみがうら市長 坪井 透 

●計画の期間
後期基本計画は令和 4 年度から令和

8年度の計画です。 

●策定の趣旨と役割
本市では、平成 29年３月に第 2次かすみがうら市総合計画（基本構想・前期基本計画）を策定し総

合的かつ計画的な行政運営を推進してきました。 
後期基本計画は、基本構想に定めた将来都市像の実現に向け、前期基本計画の取組を検証し、社会経

済動向や市民意識の変化等を反映し、新たな５か年の取組を定めるものです。 
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●基本目標
将来都市像の実現に向けて、次の７つの基本目標に沿って施策の展開を図ります。

●まちづくりの基本理念
目指すまちづくりの方向性と考え方をまちづくりの基本理念として以下の 3つを掲げています。 

●将来都市像
豊かな自然のもと、市民の安全・安心な暮らしを支えるまちづくりを進めるとともに、活力ある元気

な地域へと発展させていくことを目指して将来都市像を次のとおり定めています。 

すべての市民が地域を創る人財としていきいきと光り輝き、産業や文化、豊富な資源が地域に活気を
与え、人々の豊かな気持ちが未来へ安心と優しさを紡いでいく、ふれあい都市「かすみがうら」を創造
していきます。 
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●将来都市像の実現に向けた体系
後期基本計画では、将来都市像の実現に向けて、前期基本計画の取組や昨今の社会情勢の変化、市

民意向等を踏まえ、以下のような「新たな視点」と「基本方針」に基づいて、新たな「基本施策」を体
系的に推進します。 
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後
期
基
本
計
画
の
推
進

基本方針３ 持続可能で効率的な開かれた行政運営 

将来都市像の実現に向けて市民と歩調を合わせて計画を推進していくために、以下
の３つの重点ポイントを設定し、行政運営を進めます。 

基本方針２ 多様化社会に対応した行政サービスの向上 

多様化し複雑化する社会情勢に柔軟に対応するために、以下の３つの重点ポイント
を設定し、行政サービスの向上を図ります。 

基本方針１ 後期基本計画戦略プロジェクトの推進 

前期基本計画の３つの戦略プロジェクトの進捗状況・課題を踏まえ、今後５年間に
重点的かつ積極的に取り組む施策を設定し、引き続きプロジェクトを推進します。 

●基本方針
新たな視点を踏まえ、以下の方針のもと、後期基本計画を進めます。
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●計画の一体的な推進
後期基本計画に位置付けた目標や施策について、市民や団体、企業、行政など多様な主体が連携し

て取り組んでいくとともに、計画最終年度である令和８年度には、それまでの達成度を踏まえて、総
合計画審議会及び庁内策定体制のもと次期計画の見直しを行います。 

●事業評価と活用
一元管理のもと実施された事業は、総合計画等推進本部を中心に PDCAサイクルを踏まえたローリ

ング式で評価を実施し、より実効性のある施策展開を推進することで、スピード感のある効果的な行
政運営を図ります。

●総合計画における一元管理
後期基本計画では、将来都市像を実現するため、総合計画の中にまち・ひと・しごと創生総合戦略

や行財政改革基本方針などを包含した施策を掲げることで、一体的な計画推進を図ります。 
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